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国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
特
例
関
係
）

第
一

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
特
例

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
特
定
事
業
と
し
て
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
障
害
者
雇
用
創
出
事
業
（
国
家
戦
略
特
別
区

域
に
お
い
て
、
中
小
企
業
者
が
障
害
者
の
雇
用
の
機
会
の
創
出
を
図
る
事
業
を
い
う
。
）
を
定
め
た
区
域
計
画
に
つ
い
て
、
内

閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
国
家
戦
略
特
別
区
域
障

害
者
雇
用
創
出
事
業
の
実
施
主
体
と
し
て
当
該
区
域
計
画
に
定
め
ら
れ
た
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
第
二

条
に
規
定
す
る
有
限
責
任
事
業
組
合
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
を
、
障
害
者
の
雇
用
の

促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
五
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
協
同
組
合
等
と
み
な
し
て
、
同
法
の
規
定
を
適
用
す

る
と
と
も
に
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
実
施
計
画
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
追
加
す
る
こ
と
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備

を
行
う
こ
と
。

第
二

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


